
 

 

 

 

 

 

 

法定相続分 

相続人 配偶者 血族相続人 

配偶者及び子 ２分の１ ２分の１ 

配偶者及び父母 ３分の２ ３分の１ 

配偶者及び兄弟姉妹 ４分の３ ４分の１ 

配偶者のみ 全 部 な し 

子のみ な し 全 部 

父母のみ な し 全 部 

兄弟姉妹のみ な し 全 部 
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※法定相続人とその範囲 

祖
父 

祖
母 

祖
父 

祖
母 

父 母 

※血族相続人が複数いる場合は均等割りとなります。 


